
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．営業関係における「『変革 2027』の実現に向けた組織の再編」を行う目的を明らかにすること。 

２．営業関係における支社内に新設されるユニット名と各業務内容、規模感を明らかにすること。また

「現業機関へ移管する業務」「支社で継続する業務」「東北本部に集約する業務」をそれぞれ明らか

にすること。 

３．支社や東北本部のユニット化による指揮命令系統や連絡先を明らかにすること。 

４．それぞれ移管する業務の教育方法とスケジュールを明らかにし、支社から移管・集約する業務は支

社が教育を行うこと。 

５．営業関係の総務系社員の配置の考え方と将来像を明らかにすること。 

６．企画業務等における社員のモチベーション向上の実現と、安全で働きがいのある職場を構築するた

めに、社員間で過度な競争とならないようにすること。 

７．本施策によって職務手当の支給基準対象者を明らかにすること。 

また、支給基準を満たす社員は指定を行い支給すること。 

８．営業関係の教育については、各地区の現状を踏まえ、営業統括センターごとに 

意見交換会等を行い、教育内容は現場の意見を取り入れ実効性のある教育とすること。 

９．組織の再編を行うにあたり、業務に必要な要員を確保するとともに、本来業務や企画業務等をしっ

かり行える体制を構築すること。 

10．企画業務を行う際の労働時間管理の考え方を明らかにすること。 

11．企画業務を行う際の外部との連絡先は「主たる業務」を行う場所とし、業務用携帯や個人用携帯

を使用しないこと。 

12．鉄道の安全を守るために輸送業務等を行う前の企画業務は行わせないこと。 

13．「変革 2027」の実現に向けて、本来業務に責任を持ち働きがいが創り出せるように、兼務発令

は１箇所とすること。 

14．教育期間中は、しっかり教育を行える体制を構築するために兼務発令を行わないこと。 

15．2023年６月までのスケジュールを明らかにし、東北本部・支社・現業機関が連携し業務の負担

とならないようにすること。 

16．本施策の実施に向けて、社員の質問等に答えられる体制を構築すること。 

また、都度の質問にも答えられるように体制を構築すること。 

17．盛岡支社エリアを越えての異動があるのか明らかにすること。 

また、異動の際は、これまでの議論経過を踏まえ、本人希望を尊重すること。 

18．本施策を実施するにあたっての面談等を行い、本人希望を把握すること。 
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１．運輸関係における「『変革 2027』の実現に向けた組織の再編」を行う目的を明らかにすること。 

２．運輸関係における支社内に新設されるユニット名と各業務内容、規模感を明らかにすること。また

「現業機関へ移管する業務」「支社で継続する業務」「東北本部に集約する業務」をそれぞれ明らか

にすること。 

３．支社や東北本部のユニット化による指揮命令系統や連絡先を明らかにすること。 

４．それぞれ移管する業務の教育方法とスケジュールを明らかにし、支社から移管・集約 

する業務は支社が教育を行うこと。 

５．運輸関係の総務社員の配置の考え方と将来像を明らかにすること。 

６．企画業務等における社員のモチベーション向上の実現と、安全で働きがいのある職場を構築するた

めに、社員間で過度な競争とならないようにすること。 

７．本施策によって職務手当の支給基準対象者を明らかにすること。また、支給基準を満たす社員へは

指定を行い支給すること。 

８．組織の再編を行うにあたり、業務に必要な要員を確保するとともに、本来業務や企画業務等をしっ

かり行える体制を構築すること。 

９．企画業務を行う際の労働時間管理の考え方を明らかにすること。 

10．企画業務を行う際の外部との連絡先は「主たる業務」を行う場所とし、業務用携帯や個人用携帯

を使用しないこと。また、乗務中に Joi-Tab でメール等を受信した場合の取扱いを明らかにし、

各職場での取扱いを統一すること。 

11．鉄道の安全を守るために乗務前の企画業務は行わせないこと。 

12．融合業務を行う際の「在宅休養時間」の考え方を明らかにすること。 

13．「変革 2027」の実現に向けて、行う業務に責任を持ち働きがいが 

創り出せるように、兼務発令は１箇所とすること。 

14．教育期間中は、しっかり教育を行える体制を構築するために兼務発令を行わないこと。 

15．2023年６月までのスケジュールを明らかにし、東北本部・支社・現業機関が連携し業務の負担

とならないようにすること。 

16．本施策の実施に向けて、社員の質問等に答えられる体制を構築すること。また、都度の質問にも

答えられるように体制を構築すること。 

17．盛岡支社エリアを越えての異動があるのか明らかにすること。また、異動の際は、これまでの議

論経過を踏まえ、本人希望を尊重すること。 

18．本施策を実施するにあたっての面談等を行い、本人希望を把握すること。 
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１．車両関係における「『変革 2027』の実現に向けた組織の再編」を行う目的を明らかにすること。 

２．盛岡車両センター、八戸運輸区及び一ノ関運輸区の車両検修部門を東北本部へ移管する根拠を明ら

かにすること。また、2023 年３月に八戸運輸区及び一ノ関運輸区の車両検修部門を盛岡車両セ

ンターの派出所とする根拠を明らかにすること。 

３．車両関係における支社内に新設されるユニット名と各業務内容、規模感を明らかにすること。また

「現業機関へ移管する業務」「支社で継続する業務」「東北本部に集約する業務」をそれぞれ明らか

にすること。 

４．支社や東北本部のユニット化による指揮命令系統や連絡先を明らかにすること。 

５．それぞれ移管する業務の教育方法とスケジュールを明らかにし、支社から 

移管・集約する業務は支社が教育を行うこと。 

６．車両関係の総務社員の配置の考え方と将来像を明らかにすること。 

７．企画業務等における社員のモチベーション向上の実現と、安全で働きがいのある職場を構築するた

めに、社員間で過度な競争とならないようにすること。 

８．本施策によって職務手当の支給基準対象者を明らかにすること。 

また、支給基準を満たす社員へは指定を行い支給すること。 

９．組織の再編を行うにあたり、業務に必要な要員を確保するとともに、 

本来業務や企画業務等をしっかり行える体制を構築すること。 

10．企画業務を行う際の労働時間管理の考え方を明らかにすること。 

11．企画業務を行う際の外部との連絡先は「主たる業務」を行う場所とし、業務用携帯や個人用携帯

を使用しないこと。 

12．鉄道の安全を守るために入換等の運転業務を行う前の企画業務は行わせないこと。 

13．「変革 2027」の実現に向けて、本来業務に責任を持ち働きがいが創り出せるように、兼務発令

は１箇所とすること。 

14．教育期間中は、しっかり教育を行える体制を構築するために兼務発令を行わないこと。 

15．2023年６月までのスケジュールを明らかにし、東北本部・支社・現業機関が連携し業務の負担

とならないようにすること。 

16．本施策の実施に向けて、社員の質問等に答えられる体制を構築すること。また、都度の質問にも

答えられるように体制を構築すること。 

17．東北本部エリアを越えての異動があるのか明らかにすること。また、異動の際は、これまでの議

論経過を踏まえ、本人希望を尊重すること。 

18．本施策を実施するにあたっての面談等を行い、本人希望を把握すること。 
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１．施設関係における「『変革 2027』の実現に向けた組織の再編」を行う目的を明らかにすること。 

２．施設関係におけるこれまでの各施策の到達点と、成果と課題を明らかにすること。また、本施策へどのよう

に反映させるのか明らかにすること。 

３．施設関係における支社内に新設されるユニット名と各業務内容、規模感を明らかにすること。また「現業機

関へ移管する業務」「支社で継続する業務」「東北本部に集約する業務」をそれぞれ明らかにすること。 

４．各設備技術センター及び各保線技術センターの各グループ名と業務内容を明らかにすること。また、「現業

機関へ移管する業務」を担うグループ名を明らかにすること。 

５．保線設備技術センターに総務業務を集約した根拠を明らかにすること。また、施設関係の総務社員の将来像

を明らかにすること。 

６．支社や東北本部のユニット化による指揮命令系統や連絡先を明らかにすること。 

７．それぞれ移管する業務の教育方法とスケジュールを明らかにし、支社から移管・集約する業務は支社が教育

を行うこと。 

８．施設関係における育成プランを明らかにし、教育は委託せず本体で責任をもって行うこと。 

９．企画業務等における社員のモチベーション向上の実現と、安全で働きがいのある職場を構築するために、社

員間で過度な競争とならないようにすること。 

10．本施策によって職務手当の支給基準対象者を明らかにすること。また、支給基準を満たす社員へは指定を

行い支給すること。 

11．組織の再編を行うにあたり、業務に必要な要員をグループごとに確保するとともに、本来業務や企画業務

等をしっかり行える体制を構築すること。 

12．企画業務を行う際の労働時間管理の考え方を明らかにすること。 

13．企画業務を行う際の外部との連絡先は「主たる業務」を行う場所とし、 

業務用携帯や個人用携帯を使用しないこと。 

14．保線設備技術センター及び施設関係の各技術センターに安全担当を配置して 

安全レベルを維持・向上できる施策とすること。 

15．保線設備技術センター及び各保線技術センターでの部外・調整業務は今まで通り専任配置とすること。 

16．施設関係における執務場所や休養室等の整備箇所をそれぞれ明らかにすること。また、業務用自動車の駐

車場や倉庫の設置場所を明らかにし、安全に障害対応等を行えるようにすること。 

17．現業機関の勤務体系を明らかにし、兼務者の考え方を明らかにすること。 

18．「変革 2027」の実現に向けて、行う業務に責任を持ち働きがいが創り出せるように、兼務発令は１箇所と

すること。 

19．教育期間中は、しっかり教育を行える体制を構築するために兼務発令を行わないこと。 

20．2023 年６月までのスケジュールを明らかにし、東北本部・支社・現業機関が連携し業務の負担とならな

いようにすること。 

21．本施策の実施に向けて、社員の質問等に答えられる体制を構築すること。 

また、都度の質問にも答えられるように体制を構築すること。 

22．盛岡支社エリアを越えての異動があるのか明らかにすること。 

また、異動の際は、これまでの議論経過を踏まえ、本人希望を尊重すること。 

23．本施策を実施するにあたっての面談等を行い、本人希望を把握すること。 
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１．電気関係における「『変革 2027』の実現に向けた組織の再編」を行う目的を明らかにすること。 

２．電気関係におけるこれまでの各施策の到達点と、成果と課題を明らかにすること。また、本施策へどのよう

に反映させるのか明らかにすること。 

３．電気関係における支社内に新設されるユニット名と各業務内容、規模感を明らかにすること。また「現業機

関へ移管する業務」「支社で継続する業務」「東北本部に集約する業務」をそれぞれ明らかにすること。 

４．各設備技術センターの各グループ名と業務内容を明らかにすること。また、「現業機関へ移管する業務」を

担うグループ名を明らかにすること。 

５．電気関係の総務社員の配置の考え方と将来像を明らかにすること。 

６．支社や東北本部のユニット化による指揮命令系統や連絡先を明らかにすること。 

７．それぞれ移管する業務の教育方法とスケジュールを明らかにし、支社から移管・集約する業務は支社が教育

を行うこと。 

８．電気関係における育成プランを明らかにし、教育は委託せず本体で責任をもって行うこと。 

９．企画業務等における社員のモチベーション向上の実現と、安全で働きがいのある職場を構築するために、社

員間で過度な競争とならないようにすること。 

10．本施策によって職務手当の支給基準対象者を明らかにすること。また、支給基準を満たす社員へは指定を

行い支給すること。 

11．組織の再編を行うにあたり、業務に必要な要員をグループごとに確保するとともに、 

本来業務や企画業務等をしっかり行える体制を構築すること。 

12．企画業務を行う際の労働時間管理の考え方を明らかにすること。 

13．企画業務を行う際の外部との連絡先は「主たる業務」を行う場所とし、 

業務用携帯や個人用携帯を使用しないこと。 

14．電気関係の各技術センターに安全担当を配置して安全レベルを維持・向上できる施策とすること。 

15．電気関係における執務場所や休養室等の整備箇所をそれぞれ明らかにすること。また、業務用自動車の駐

車場や倉庫の設置場所を明らかにし、安全に障害対応等を行えるようにすること。 

16．現業機関の勤務体系を明らかにし、兼務者の考え方を明らかにすること。 

17．「変革 2027」の実現に向けて、行う業務に責任を持ち働きがいが創り出せるように、兼務発令は１箇所と

すること。 

18．教育期間中は、しっかり教育を行える体制を構築するために兼務発令を行わないこと。 

19．2023 年６月までのスケジュールを明らかにし、東北本部・支社・現業機関が連携し業務の負担とならな

いようにすること。 

20．本施策の実施に向けて、社員の質問等に答えられる体制を構築すること。 

また、都度の質問にも答えられるように体制を構築すること。 

21．盛岡支社エリアを越えての異動があるのか明らかにすること。 

また、異動の際は、これまでの議論経過を踏まえ、本人希望を尊重すること。 

22．本施策を実施するにあたっての面談等を行い、本人希望を把握すること。 
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